
退職共済支援事業

3 加入について

　加入申し込みは、毎年４月と１０月に受け付けます。

　
　　

2 拠出金（掛金）について

　　

　　　

2 基準給与月額の変更について

　
　

　

① 明細表は既加入者情報を印字したものを年度末に郵送いたします。

②
　

③
　

　
④
　
　
　

新規加入職員、転入職員は「退職年金新規加入明細表」でご報告いただくの
で記入不要です。

日給月給制等、基本給の定めのない職員の拠出基準給与は月額換算して登録
ください。シフト勤務等で月額にばらつきがある場合には平均月額で登録く
ださい。

異動や再雇用等により加入者の同意を得て、引き続き加入した場合で月額が
前年度より低くなるケースについては、同日付けで退職扱いとした場合の方
が退職一時金が多くなることがあります。該当する場合は、当該職員と相談
したうえで手続きを行ってください。

記入例はP.9

　基準給与月額は毎年４月１日現在の本俸で決定します。
　年度途中で昇給があっても、１年間は同じ基準給与に基づいた拠出月額を納めていた
だき、翌年度から変更していただくことになります。
　基準給与月額の変更は、『基準給与等月額変更明細表』にて行います。変更がない場
合でも、必要事項を記入し、必ず提出期限内に提出してください。

　加入日は、４月１日または１０月１日となります。例えば、４月２日以降採用の職員
については、１０月からしか加入できません。『新規加入者明細表』及び『加入同意
書』に記入・押印し、提出期限内に提出してください。

事業主が経営する事業所に勤務する有給の役員及び職員のうち、就業規則、労
働協約等により、退職金(年金)制度の受益者とされた方が加入できます。

記入例はP.6、P.7

同意書はP.8

　毎月、月の１日現在加入している職員分の拠出金を、月末までに振り込んでいただきま
す。

　専用の振込用紙（緑色）にてお振り込みください。（振込用紙は、県社協より一年分送
付します）
　
　拠出金額については、「基準給与月額一覧表」を参照ください。

※納入期限までに納入されなかった場合は延滞金がかかります。また、納入期限後２ヵ月
以内に納入がない場合は加入取消の対象となりますのでご注意ください。（規程第６条）
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5 拠出金の中断・再開について

（中断）

（復活）

①拠出金中断期間は加入期間に算定されませんので、退職一時金を計算する際
　は、加入期間から拠出金中断期間を除いた給付算定期間により算出してくだ
　さい。
②拠出金を中断しない場合は提出不要です。

6 事業所間の異動について

　　　『脱退者明細表』・・・・・・・異動前施設
　　　『加入者番号変更明細表』・・・異動前施設もしくは異動後施設 　　　
　　　『新規加入者明細表』・・・・・異動後施設

　　　『脱退者明細表』・・・・・・脱退年月日 同一日
　　　『加入者番号変更明細表』・・変更年月日 令和〇年〇月１日
　　　『新規加入者明細表』・・・・加入年月日

　異動月の拠出金について

１日付異動の場合　　　　　　　：「異動後施設」で拠出金が発生します。
２日付以降の異動の場合　　　　：「異動前施設」で拠出金が発生します。

互助共励事業に加入している職員については、
別途互助共励事業の『加入職員事業所間異動届』の提出が必要です。

※月末に異動前施設を脱退し、月初より異動後施設に加入する場合は日付を月初１日で統
一し、それぞれの用紙へ同一日をご記入ください。

　県外への異動、産休・育休・病休など休職等に伴い拠出金（掛金）の納入を中断する
場合は、『拠出中断明細表』・『拠出中断同意書』を提出してください。
　休職開始年月日が１日の場合はその月から、２日以降の場合は翌月から拠出金の納入
を中断してください。

　中断中の拠出金の納入を再開する場合は、『拠出復活明細表』を提出してください。
　復職年月日が１日の場合はその月から、２日以降の場合は翌月から拠出金の納入を再
開してください。

記入例はP.10～13

　退職共済事業加入職員が、退職後１日の空白もなく他の退職共済事業加入施設に採用
された場合は、退職ではなく事業所の異動として加入期間を継続することができます。

　継続する場合は、異動前事業所、異動後事業所毎に以下の書類を作成し、まとめて異
動後の事業所が提出してください。

記入例は P.6、 P.15P.14、
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7 氏名の変更について

互助共励事業に加入している職員については、
別途互助共励事業の『変更届』の提出が必要です。

8 施設名（事業所名）の変更について

互助共励事業に加入している施設については、
別途互助共励事業の『変更届』の提出が必要です。

8 退職共済用紙について

　結婚等で加入職員の氏名が変更した場合は、速やかに『加入者氏名変更（訂正）連絡
表』の届出を行ってください。

記入例はP.16

　施設名（事業所）の名称、または所在地や電話番号が変更した場合は、速やかに『事業
所関係連絡票』の届出を行ってください。※添付書類は不要です。

記入例はP.17 

　複写式の（色付き）所定の用紙については全て大分県社協へ提出してください。
　なお、施設控えはありませんので、施設控えが必要な場合は各自コピーをお願いしま
す。

　複写式の用紙が不足した場合はＦＡＸ又は電話にて大分県社協までご連絡ください。
　郵送にてお送りします。

請求用紙はP.23
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4 請求について

（１）退職一時金

　一時金額の計算式（給付率は一時金給付率一覧表参照）

①退職日が１日以降の場合はその月の拠出金が発生しますのでご注意ください。
②年金受給者が途中で一時金を希望された場合は計算式が異なりますので
　県社協あてにご連絡ください。
③退職者が一時金を請求しない場合であっても脱退処理を行わなければなりま
　せん。何等かの事情ですぐに請求できない場合は、『脱退者明細表』に必要
　事項をご記入のうえご提出ください。（時効は脱退日から５年間）
④退職所得申告書の個人番号欄にマスクシールを貼りつけ、コピーを取り、
　原本は事業所控えとし、コピーの方を県社協へ提出してください。

（２）退職年金
加入期間が２０年以上かつ５５歳以上での退職者（年金受給権者）が年金を希望される場合

年金額の計算式（給付率は年金給付率表参照）

　　　　

①退職年金の給付期間は、１５年間と長期にわたります。年金受給者の状況
　に変更が生じた場合には、諸手続きが必要となります。
　　・年金受給者が途中で一時金を希望するとき
　　・年金受給者が死亡したとき
　　・年金受給者が氏名・住所・印鑑・受領方法を変更するとき

②年金の所得区分には、公的年金等の「雑所得」の区分となります。
　年金給付時は、三井住友信託銀行が源泉徴収し所轄税務署に納付します。
　施設は、年１回（支払年の翌年1/31までに）「所轄の税務署」および受給者
　の住所の「市町村」へ法定調書を提出することが必要となります。
　法定調書の作成は三井住友信託銀行が代行し、毎年１月に県社協が事業所へ
　送付します。
　【法定調書】　　　 ・公的年金等の源泉徴収合計表
　　　　　　　　　　 ・公的年金等の源泉徴収票
　

  加入期間が２０年未満かつ５５歳未満での退職者、もしくは加入期間が２０年以上か
つ５５歳以上の退職者(年金受給権者)で一時金での受け取りを希望される場合

加入職員が退職・脱退するときは、速やかに『脱退・選択一時金給付申請書（加入
者）』と『退職所得申告書』を提出してください。
　退職所得申告書はコピーをご提出ください。

受給権者届欄は、退職者本人が記入・押印（シャチハタ印は不可）してください。退
職一時金振込先金融機関は、退職者ご本人名義のものに限ります。

退職共済事業と同時に互助共励事業にも加入している職員については、備考欄に互助
共励事業加入者番号及び加入日を必ず記入してください。

記入例はP.18～22 

加入期間が２０年以上かつ５５歳以上の退職者(年金受給権者)で年金での受け取りを希
望される場合

「退職年金」は加入期間に応じた給付率によって算出された年金（月額）が２カ月に１
度支払われ、それが１５年間継続するものです。年金を希望しない方は、退職時に「一
時金」を受け取ることになります。

一時金額 ＝ 退職時の基準給与月額 × 給付率(P.33 別表2)

年金額(月額) ＝ 退職時の基準給与月額 × 給付率(P.32 別表1)

年金額(総額) ＝ 年金額(月額) × １８０ヶ月
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【　一時金受け取りでのメリット　】

●退職金控除額の計算式（以下の計算式の結果が、非課税になる退職金額の上限となる）

【　年金受け取りでのメリット　】

　参考：一時金と年金の比較 （千円)

　 ※１　年金額(総額)は15年（180月）の総額(源泉徴収前の金額)
 　※２　
　　　 

916

現行の年金給付率で算出（年金給付率は、年金資産の運用利回り等の状況に
よって変動することがあります。）

776
40 5,590 6,048 458 8,385 9,072 687 11,180 12,096

708
35 4,940 5,328 388 7,410 7,992 582 9,880 10,656
30 4,290 4,644 354 6,435 6,966 531 8,580 9,288

384
25 3,510 3,816 306 5,265 5,724 459 7,020 7,632 612
20 2,184 2,376 192 3,276 3,564 288 4,368 4,752

　年金給付の対象者（加入期間２０年以上かつ５５歳以上での退職）へ説明される場
合の参考にしてください。

退職一時金で受け取った場合には大きな税制優遇があるため、ほとんどの場合非課税
となります。

年金で受け取る場合には、雑所得としての源泉徴収が行われますので、ご本人様が毎
年確定申告していただくこととなります。

また、施設側としても年金給付期間（15年間）の間の各種手続きが発生しますので、
そういう意味では一時金にメリットがあるかもしれません。

 オーバーした分についても課税対象となるのは2分の1となっており税金の負担はかなり軽減されて
います。

　退職年金は加入期間に応じた給付率によって算出されて年金（月額）が２ヶ月に１度
支払われ、それが１５年間継続するものです。
　年金受給中に残額を一時金で受け取ることもできます。
　一時金で受け取るよりも利息が上積みされるため総受取額は多くなります。（下表参
照）
　雑所得として課税され、確定申告していただく必要はありますが、一時金で受け取っ
てしまうより定期的に２ヶ月に１度振り込まれるほうが生活の安定収入としてやりくり
がしやすいというメリットがあります。

加入
年数

標準給料月額200,000 標準給料月額300,000 標準給料月額400,000
一時金 年金額(総額) 差額差額 一時金 年金額(総額) 差額 一時金 年金額(総額)

退職金（一時金）と年金それぞれのメリットについて

勤続年数20年以下 40万円×（勤続年数）(80万円満たない場合は、80万円）

勤続年数20年超 800万円＋70万円×（勤続年数－20年）
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事業所名

代表者名 殿

事業所番号

令和　　　年　　　月　　　日

加　入　同　意　書

大分県民間社会福祉施設職員退職共済支援事業への加入に同意します。

氏　　名 印 氏　　名 印

大分県民間社会福祉施設職員退職共済支援事業

0  0  0 0 0 

 

特別養護老人ホーム 退職苑 

 
山田 一郎 

福祉  太郎 
福
祉 

-7- 



事業所名

代表者名 殿

事業所番号

令和　　　年　　　月　　　日

大分県民間社会福祉施設職員退職共済支援事業

加　入　同　意　書

大分県民間社会福祉施設職員退職共済支援事業への加入に同意します。

氏　　名 印 氏　　名 印
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0000000001 

0000000004 

0000000003 

0000000002 

0000000005 

5 7 

0000000006 

大分 次郎 

福祉 花子 

退職 華 

福祉 太郎 

共済 太朗 

共済 花子 

R7.3.31 退職 

R7.3.31〇〇へ異動 

１ ５  
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福祉 花子 0 7 0 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  5 5 4 0 6 1 0       2 8 0 0 0 0      7 2 8 0  
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事業所名

代表者名 殿

加入者番号

事業所番号

令和　　　年　　　月　　　日

拠　出　中　断　同　意　書

大分県民間社会福祉施設職員退職共済支援事業の拠出中断に同意します。

氏　名 中断事由 印

大分県民間社会福祉施設職員退職共済支援事業

 

  

特別養護老人ホーム 

 

退職  一郎 

０ ０ ０ ０ ０  

00000-00002    福祉 花子   産休・育休のため 
福
祉 
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事業所名

代表者名 殿

加入者番号

令和　　　年　　　月　　　日

拠　出　中　断　同　意　書

大分県民間社会福祉施設職員退職共済支援事業の拠出中断に同意します。

氏　名 中断事由 印

大分県民間社会福祉施設職員退職共済支援事業

事業所番号
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0 7 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2   5 5 4 0 6 1 0  2 6 0 0 0 0   2 8 0 0 0 0      6 7 6 0      7 2 8 0 

 

0 0 0 
 

福祉

花子 
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福祉      太郎 0 1 0 1 0 1 
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0 7 0 4 0 1 

 
0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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福祉 太郎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  7 01 01 01  9 9 9 9 9 9 9 9 9     0 7 0 4 0 1 
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3 9 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

福祉       花子 退職     花子 

ﾌｸｼ       ﾊﾅｺ 

0 2 0 6 2 5            0 7  0 9 2 5 

※ 
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。 

退職こども園 

 8 7 0   0 9 0 7 

大分市大津町 2 丁目 1 番 41 号 

 097    558     0300 

ﾀｲｼｮｸ ｺﾄﾞﾓｴﾝ 
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8 7 0   0 9 0 7 

 

ﾁｮｳﾒ ﾊﾞﾝ ｺﾞｳ 

ｵｵｲﾀｼｵｵﾂﾏﾁ 

 1 5 0 0 0 0 

0 0 0 3 9 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  

0 1 0 1 0 1 0 7 1 2 3 1 
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6 8 9 7 0 0 150,000×4.598 

   3 9 4 5 2 4  
 

0 7 1 2 3 1 
 

福
祉 

0 8 0 9 
 

1 1 

大分市大津町 

 

 

 

 

 

2 丁目 1 番 41 号 

2 9 0 4 0 1  

 

１２３４５６  
 

097 558 0300 

福祉      太郎 

  

互助制度 

№123456 

加入日Ｈ29.4.1 

ｿｰﾘﾝ ｵｵｲﾀ 

ソーリン 大分 

福祉      太郎 
ﾌｸｼ              ﾀﾛｳ 
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00000 
 

 312,624 福祉 太郎 Ｈ29/04/01 
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依頼日 令和　　　　 年　 　　　月 　　  　日

退職共済事業所番号(5ｹﾀ)

事業所名

下記の書類を送付願います 担当者

　〈中断・復活時〉

　拠出中断明細表

　事業所関係連絡票

　拠出復活明細表

　〈その他〉

　加入者氏名変更（訂正）連絡表

退
職
共
済

　脱退・選択一時金給付申請書

　加入者番号変更明細表

　新規加入者明細表

　遺族一時金給付申請書

　〈事業所間異動時〉

　脱退者明細表

FAX　097-558-1635

大分県社会福祉協議会　　総務企画情報部　退職共済担当者　宛

県退職共済支援事業　書類送付依頼書

必要部数書類名

　〈新規加入時〉

　新規加入者明細表

　〈退職時〉

　退職所得申告書・マスクシール

　脱退者明細表（退職金請求をすぐに行わない時）


